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一般社団法人 

ＩＧＵＮＡＬ

法人本部／障害者相談支援センター ゆあらいふ 
（受付時間　月曜日～金曜日／9:00～17:00） 

仙台市宮城野区鶴ヶ谷1丁目11-8-2 
TEL. 022-357-0725 ／FAX. 022-357-0726 
E-Mail. igunal.r021217@gmail.com 
HP. https://www.igunal.org 

ホームページ

mailto:igunal.r021217@gmail.com
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～概要～ 
 
　名　称　一般社団法人 IGUNAL 

　所在地　〒983-0824　仙台市宮城野区鶴ヶ谷1丁目11-8-2 

　　　　　TEL. 022-357-0725 ／ FAX. 022-357-0726 

　E-Mail　igunal.r021217@gmail.com 

　 

　役　員　代表理事 福地　慎治 ／ 理事　菊田　繁 

　設　立　令和2年12月17日 

  事業内容 
　■ 指定相談支援事業 
　　・指定特定計画談支援 
　　・指定一般相談支援（地域移行支援・地域定着支援） 
　　・指定障害児相談支援 
　■ 自主事業 
　　・ペアレント・トレーニングなど障害児の家族支援に関わる事業 
　　・社会福祉士の実習指導者によるソーシャルワーク実習の受け入れなど人材育成に 
          関わる事業 

　沿　革 
　令和2年12月17日　一般社団法人 IGUNAL設立 
　令和3年4月1日　　指定相談支援事業所「障害者相談支援センター ゆあらいふ」開設 
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法人会員について 

法人運営にご理解、ご協力ください。 

正会員：3,000円（一口以上） 
賛助会員：1,000円（何口でも）

職員紹介

～運営方針～ 
　共生社会や多様性を尊重する社会を実現する為には、障害者相談支援事業所の存在が不
可欠である。「申請」すなわち能動性が求められる社会保障制度と「自己責任」を求める
社会的風潮の中において、その障害や生育歴等の影響により声を上げられない方々は社会
や人とのつながりが希薄になる傾向にある。 
故に一人ひとりの声とニーズを出発点として、エンパワメントの視点を持ったソーシャル
ワークを実践する障害者支援事業所の存在が不可欠なのである。また、縦割りと言う社会
の仕組みにおいて、一人ひとりの生活とそのニーズを基盤に置き、中立性と公平性をもち
ながら、多職種連携を推進していく存在も必要となる。 
　私たちは、法人の基本理念を基盤とし、障害者相談支援事業等の実践を通して一人ひと
りのニーズを充足して地域社会に貢献していくことを目的に本事業を運営します。

管理者・主任相談支援専門員 
福地　慎治  

相談支援専門員 
菊田　繁 
今野　麻子 
滝口　歩未 

事務員 
武田　泉 

詳細はこちら
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～事業内容～ 
1.指定相談支援事業 
【特定相談支援、障害児相談支援事業】 
障害福祉サービス等を申請した障害者（児）について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス
等利用計画の見直し（モニタリング）を行った場合に、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費が発生し
ます。 
○対象 
・障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 
・地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 
※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練
（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。 
・障害児通所支援を申請した障害児であって市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた者 
 
2.一般相談支援（地域移行支援・地域定着支援） 
【地域移行支援】 
入所施設に入所している障害者、又は精神科病院に入院している精神障害者について、住居の確保その他の地域
における生活に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援等
を行った場合に、地域移行支援サービス費が発生します。 
○対象者 
・障害者支援施設等に入所している障害者 
・精神科病院に入院している精神障害者（１年以上の入院者を原則に市町村が必要と認める者） 
○期間 
６カ月以内。地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、６カ月以内で更新可。 

【地域定着支援】 
居宅で単身等で生活する障害者であって、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等
の支援体制が必要と見込まれる者について、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態
等に緊急訪問や緊急対応等の各種支援を行った場合に、地域定着支援サービス費が発生します。 
○対象者 
以下の者のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込
まれる者。 
・居宅において単身で生活する障害者 
・居宅において同居している家族等が障害、疾病等のため、緊急時等の支援が見込まれない状況にある障害者 
○期間 
１年以内。地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には、１年以内で更新可。
（その後の更新も同じ） 

3.自主事業 
・ペアレント・トレーニングなど障害児の家族支援に関わる事業 
家族支援に関わるペアレント・トレーニング、ペアレント・プログラム等の研修会を開催または講師派遣を行い
ます。 
・社会福祉士の実習指導者によるソーシャルワーク実習の受け入れなど人材育成に関わる事業 
実習の受け入れ等の受け入れを行い、人材育成を行います。
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当センターでは、「主任相談支援専門員配置加算」「行動障害支援体制加算」「要医療児者支援体制加算」「精神障
害者支援体制加算」が対象となっております。 
✔ 行動障害支援体制加算：行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して、適切な計画相談支援等を実施するため
に、強度行動障害支援者養成研修（実践研修）を修了した相談支援専門員を配置し、適切に対応できる体制を整えて
おります。 
✔ 精神障害者支援体制加算：精神科病棟等に入院する者および地域において単身生活等をする精神障害者に対して、
地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援等実施するために、精神障害者関係従事者
養成研修を修了した相談支援専門員を配置し、適切に対応できる体制を整えております。 
✔ 要医療児者支援体制加算：医療的ケアを要する者に対して、適切な計画相談支援等を実施するために、医療的ケア
児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を配置し、適切に対応できる体制を整えております。

■当センターまでのアクセス 

・仙台市鶴ヶ谷市民センターさん より徒歩約7分、鶴ヶ谷ショッピングセンターabAinさん より徒歩約9分。 
・車でのお越しの際は、駐車台数に限りがあります。お近くのコインパーキングをご利用ください。 
・最寄りのバス停（仙台市営バス）は、「鶴ケ谷団地入口」になります。

外観

相談室・会議室
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